
農林水産本省発注者綱紀保持委員会（第１０回）議事概要

日 時 平成26年５月23日(金) 10:30～10:50

場 所 農林水産省第１特別会議室

出 席 者 大臣官房長代理大臣官房経理課長、大臣官房秘書課長、大臣官房

地方課長、大臣官房統計部管理課会計専門官(代理)、消費・安全

局総務課長、食料産業局総務課長、生産局総務課総務課長、経営

局総務課長、農村振興局総務課長、農林水産技術会議事務局総務

課長、林野庁林政部林政課長、林野庁国有林野部管理課長、水産

庁漁政部漁政課課長補佐(経理担当)(代理)

概 要

１．冒頭、官房長から、各委員に対し、当省すべての発注担当職員の法令遵守

の意識を高め、適正な発注に努めるよう周知してもらいたい旨を依頼

２．平成25年度発注者綱紀保持対策の実施状況について、事務局より報告

（資料１及び資料1-1～1-3）

３．平成26年度発注者綱紀保持対策の実施方針について、事務局より報告

（資料２）

４．特段の意見・質問はなし

以 上



資料１
平成25年度発注者綱紀保持対策の実施状況について

１ 発注者綱紀保持研修の開催

（１）企画立案担当者研修の概要（平成25年６月）

施設等機関及び地方支分部局で実施する発注者綱紀保持研修の企

画立案担当者（33名）に対して研修を実施。

〈研修項目〉

①発注者綱紀保持対策に関する講義（講師：大臣官房経理課）

②官製談合防止法等に関する講義（講師：公正取引委員会）

③コンプライアンスに関する講義（講師：大臣官房経理課）

〈効果測定〉

①講義終了後、チェックシートの実施

②後日、レポートの提出

〈その他〉

○講義終了後、アンケートの実施

（２）農林水産本省発注者綱紀保持研修の概要（平成25年10月、及び平

成26年１月）

平成23年度、24年度の２年間で、本省の管理監督者及び発注担当

職員全員に受講させることを目標とし研修を実施。結果として、平

成25年３月末時点で対象者の99.9％受講済。

平成25年度は、未受講者408名のうち389名(95%)が研修受講済。

〈研修項目〉

○発注者綱紀保持対策に関する講義（講師：大臣官房経理課）

〈効果測定〉

○講義終了後、チェックシートの実施

２ 施設等機関及び地方支分部局で実施した研修等への講師の派遣

次の機関で開催した管理監督者及び発注担当職員に対する発注者綱

紀保持研修等に、本省担当者（大臣官房経理課）を講師として派遣し、

「発注者綱紀保持対策に関する講義」を行った。

（１）東北農政局(25年9月12日実施､研修参加者83名)

（２）関東農政局(25年6月25日実施､研修参加者68名)
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（３）北陸農政局(26年2月25日実施､研修参加者41名)

（４）東海農政局(25年7月16日実施､研修参加者42名)

（５）近畿農政局(25年7月29日実施､研修参加者38名)

（６）中国四国農政局(25年7月25日実施､研修参加者42名)

（７）九州農政局(25年7月19日実施､研修参加者62名)

（８）北海道農政事務所(25年7月24日実施､研修参加者30名)

（９）動物検疫所（25年7月24日実施、研修参加者31名）

（10）農林水産技術会議事務局筑波事務所（25年11月5日実施、研修参

加者35名）

合 計 １０機関 研修参加者472名

３ 独立行政法人向け発注者綱紀保持説明会の概要（平成25年10月）

上記１（２）の研修に併せ、希望する独立行政法人の担当者(31

名)に対して説明会を実施。

〈研修項目〉及び〈効果測定〉については、上記１（２）同様
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資料1-1

平成26年3月31日現在 

参加者総数

東 北 １３７名

関 東 １３６名

北 陸 ２５７名

東 海 ２０３名

近 畿 ７３名

中 国 四 国 ３０６名

九 州 ３４６名

３０名

北 海 道 ４２０名

東 北 １７９名

関 東 ２９１名

中 部 １９２名

近 畿 中 国 ９０９名

四 国 ５２名

九 州 ２６５名

北 海 道 ２名（１名）

仙 台 ２名（１名）

新 潟 （０名）

境 港 （１名）

瀬 戸 内 海 （１名）

九 州 （１名）

横 浜
４１名

（１名）

名 古 屋 １４名

神 戸 ６０名

門 司 ２８名（1名）

那 覇 １８名

31名（1名）

１１６名

４名（1名）

15名（1名）

６５名

（３１名）

※　括弧書きは、農林水産本省発注者綱紀保持研修等に対して当該機関の発注者綱紀保持担当者の参加した人数。（内数）

平成25年度発注者綱持研修等開催状況

実 施 機 関
開　催　状　況

開　催　内　容

農林水産本省 ４１７名

　6／7～8　企画立案担当者研修 33名
　（講師：公正取引委員会、大臣官房経理課）
 　施設等機関及び地方支分部局等発注者綱紀保持担当者等を対象

　農林水産本省発注者綱紀保持研修　計384名（講師：大臣官房経理課会計指導第１班）
　省内の管理監督者及び発注担当職員を対象
  第1期　10月(28日～31日4日間5回)　 341名
（内訳）大臣官房61名、大臣官房統計部37名、消費・安全局49名、食料産業局12名、
生産局30名、経営局23名、農村振興局50名、農林水産技術会議事務局18名、林野庁36名、
水産庁22名、農林水産政策研究所3名
  第2期　1月(14日～16日3日間6回)　 43名
（内訳）大臣官房42名、大臣官房統計部37名、消費・安全局26名、食料産業局25名、
生産局21名、経営局9名、農村振興局47名、農林水産技術会議事務局5名、林野庁34名、
水産庁37名

（参　考）

地
 
方
 
農
 
政
 
局

7/9  情報漏えい・入札談合の防止に向けた若手技術者等への説明会（農村振興局主催） 54名（講師：農村振興局）、
9/12 東北農政局発注者綱紀保持研修 83名（講師：大臣官房経理課係長、公正取引委員会東北事務所）、その他11月に発
注者綱紀保持チェックシートの取組を実施（997名）

6/25 関東農政局発注者綱紀保持研修　68名　（講師：公正取引委員会、大臣官房経理課課長補佐、本局人事課管理官・
会計課長）、7/16 情報漏えい・入札談合の防止に向けた若手技術者等への説明会（農村振興局主催） 68名（講師：農村
振興局）、その他11月に発注者綱紀保持チェックシートを実施（2,305名）

7/10情報漏えい・入札談合の防止に向けた若手技術者等への説明会（農村振興局主催)64名（講師：農村振興局）、10/7
研修会49名(講師:公正取引委員会、局入札等監視委員会)、1/17 講習52名(講師:公正取引委員会)、1/29 講習51名(講師:
局入札等監視委員会)、2/25 講習41名(講師:大臣官房経理課係長)、その他8/29～9/18 管内全職場で職場毎に講習を実施
(1,009名)

7/16[本局]42名　管内会計事務担当者会議（講師：大臣官房経理課係長）
10/9～10/30［8会場］161名　平成25年度発注者綱紀保持講習会（講師：総務部総務課長、監査官及び監査係長）

7/29講習 38名（講師：大臣官房経理課課長補佐、総務課監査官、公正取引委員会近畿中国四国事務所経済取引指導官）
11/8講習 35名（講師：総務課監査官、公正取引委員会近畿中国四国事務所経済取引指導官）

6/7 講習40名（講師：総務課監査官）、情報漏えい・入札談合等の防止に向けた若手技術者への説明会89名（講師：農村
振興局）、7/25 講習42名（講師：大臣官房経理課課長補佐）、11/21 研修46名（講師：総務課監査官）、12/12 講習19
名（講師：総務課監査官）、3/13 講習70名（講師：総務課監査官）

4/23講習38名(講師：総務課監査官)、7/18講習57名(講師：総務課監査官)、7/19講習62名(講師：大臣官房経理課課長補
佐)、8/1講習53名(講師：総務課長)、3/13講習136名(講師：総務課監査官)、発注事務管理監督者及び担当者等への研修5
回、その他11月に局内の発注事務担当者等384名に発注者綱紀保持チェックシートによる研修を実施した。

北 海 道 農 政 事 務 所
7/24農林水産省発注者綱紀保持研修(講師：大臣官房経理課係長）
北海道農政事務所28名、北海道漁業調整事務所１名、横濱植物防疫所札幌支所１名

森
 
林
 
管
 
理
 
局

6/13～3/3　発注者綱紀保持研修等　計12回(講師：北海道局総務課長、北海道局監査官、北海道局専門官(契約適正化))

4/10～2/17　発注者綱紀保持研修等　計8回(講師:公正取引委員会、東北局専門官(契約適正化)等)

4/11～3/6　発注者綱紀保持研修等　計7回(講師：外部講師(大学教授)、林野庁監査官、関東局総務企画部長、関東局総
務課長、関東局経理課長、関東局専門官(契約適正化))

4/16～2/4　発注者綱紀保持研修等　計5回(講師：外部講師(大学教授)、公正取引委員会、林野庁監査官、中部局総務企
画部長、中部総務課長、、中部局専門官(契約適正化)等)

4/9～2/6　業務研修等　計23回(講師：近中局長、近中局総務企画部長、近中局総務課長、近中局経理課長、近中局専門
官(契約適正化)等)

4/15～10/24　発注者綱紀保持研修等　計4回(講師：外部講師(大学教授)、公正取引委員会、農水省大臣官房経理課、林
野庁管理官(契約適正化推進担当)、四国局総務課長、四国局専門官(契約適正化)等)

4/15～1/22　発注者綱紀保持研修等　計8回(講師：外部講師(大学教授)、公正取引委員会、林野庁監査官、九州局総務企
画部長、九州局専門官(契約適正化)等)

農林水産政策研究所
（6／6～7　農林水産本省発注者綱紀保持研修（企画立案担当者）へ参加 1名）
 (10／31   農林水産本省発注者綱紀保持研修へ参加 ３名）

漁
業
調
整
事
務
所

6/6～7 農林水産省発注者綱紀保持研修１名（講師：大臣官房経理課他）、7/24　北海道農政事務所発注者綱紀保持研修
１名（講師：北海道農政事務所）

（6/6～6/7 農林水産本省企画立案担当者研修へ参加　1名）、9/12講習　2名（講師：公正取引委員会、農林水産省大臣
官房経理課会計指導総括係長）※東北農政局での研修に参加

今年度は契約担当者の異動がなかったため、研修への参加実績なし。

（6/6～6/7 農林水産本省企画立案担当者研修へ参加　1名）

（6/6～6/7 農林水産本省発注者綱紀保持研修へ参加　1名）

（6/6～6/7 農林水産本省企画立案担当者研修へ参加　1名）

動 物 検 疫 所

（参考）独立行政法人 　（10/28　研修31名（講師：大臣官房経理課））

農 林 水 産 研 修 所
6/6～7　農林水産本省企画立案担当者研修へ参加 1名
2/14　研修14名（講師：農林水産研修所総務第３係）

森林技術総合研修所
6/24 研修17名（講師：研修所長）、7/4 研修18名（講師：外部講師(大学教授)、公正取引委員会)、12/6 研修19名（講
師：研修所長）、12/18 研修11名(講師：研修所長)

農 林 水 産 技 術 会 議
事 務 局 筑 波 事 務 所

４５名
６月１１日（火）に監督者及び企画担当者１０名に対して研修を実施

１１月２１日（木）に発注者綱紀保持研修を官房会計指導班から講師を招き発注担当３５名に対して研修を実施

7/18 事務官研修31名（講師：大臣官房経理課）、6/6～7農林水産本省発注者綱紀保持研修受講　（講師：大臣官房経理
課会計指導第１班）

動 物 医 薬 品 検 査 所 4/18　研修58名（講師：公正取引委員会）、12/3 研修58名（講師：庶務課長）

植
物
防
疫
所

6/6～7　研修1名（講師：大臣官房経理課）　10/22　研修40名（講師：公平取引委員会事務総局経済取引局総務課）

H25.11.8　発注者綱紀保持講習会　講師：公正取引委員会事務総局中部事務所　経済係長

10/2～10/31 研修39名（講師：なし（eラーニング））、1/24 研修21名（講師：公正取引委員会）

6/27 伝達講習4名（講師：庶務課管理係長）　11/13 伝達講習4名（講師：庶務課管理係長）  1/23～1/31 管内全職員等
132名を対象に発注者綱紀保持チェックシート実施　2/26研修20名（講師：公正取引委員会九州事務所）

１／９　研修１８名（講師：内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室）
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資料1-2
発注者綱紀保持に関するチェックシート実施結果

平成25年度において実施した発注者綱紀保持に関するチェックシートの結
果は以下のとおり。なお、設問は２種類使用している。

１ 本省の管理監督者及び発注担当職員に対して実施。（平成25年10月28,30
日）

○ 解答者 １５５名
○ 設問数 １０問
○ 正答率 ９６．６％

（正解者の延べ人数／解答者の延べ人数）

２ 本省の管理監督者及び発注担当職員に対して実施。（平成25年10月29,31
日及び平成26年1月）

○ 解答者 ２３６名
○ 設問数 １０問
○ 正答率 ９５．８％

（正解者の延べ人数／解答者の延べ人数）

３ 独立行政法人の担当者に対しての説明会で実施（平成25年10月28日）

○ 解答者 ３１名
○ 設問数 １０問
○ 正答率 ９３．９％

（正解者の延べ人数／解答者の延べ人数）

（参 考） 昨年度の発注者綱紀保持に関するチェックシート
実施結果

①管理監督者・発注担当職員 98.1％（解答者699名）
②独立行政法人職員 99.2％（解答者 74名）
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※　訓令に照らし、設問の内容が正しいと思う場合は「○」を、正しくないと思う場合は「×」を記入。
受講人数 186 名

10月28日、10月30日及び独立行政法人担当
設問

設　　　　　　　　問
番号 (○、×)

1 97.8%
(182名)

2 84.4%
(157名)

3 100.0%
(186名)

4 93.0%
(173名)

5 94.62%
(176名)

6 100.00%
(186名)

7 98.92%
(184名)

8 98.92%
(184名)

9 96.77%
(180名)

10 96.77%
(180名)

　発注担当職員は、自ら担当する発注事務に関して、不当な働きか
けを受けたときは、所属の長及び発注者綱紀保持担当者に対し、速
やかに口頭で報告するとともに所定の様式により報告する。

　事業者であるＯＢが来庁し、廊下で発注担当職員と出会い、挨拶
を交わした。発注担当職員が執務室へ戻ろうとしたところ、事業者
から発注事務に関する問い合わせがあったので、つい一人で対応し
た。

　事業者が自社製品の紹介のために来庁したので、自らが担当する
事務に関連することから、対応しようとしたところ上司が不在のた
め、当該事務に関係のない他課の課長に同席を依頼し、応接スペー
スで応対した。

　執務室は、受付カウンターで仕切るなど、それぞれの執務室の規
模、レイアウト等に応じて事業者の自由な出入りを制限し、執務室
への自由な出入りが制限されている旨の掲示を行う必要がある。

○

×

○

○

研修で実施した発注者綱紀保持に関する
チェックシート実施結果（設問別）

資料1-3

　入札参加予定業者が来庁し、業務に関する相談中に職員自ら担当
する入札案件に関し、他の入札参加者名の質問をされた。他の入札
参加者情報を回答したことにより談合が行われた場合、当該職員は
入札談合等関与行為を行ったこととなり、処分を受ける可能性があ
る。

○

○

×

×

×

○

　「発注担当職員」には、仕様書及び設計書を作成する原課の事業
担当者、監督職員、検査職員、予定価格の作成並びに契約相手方の
選定等を行う契約事務担当者の他に決裁者や文書を処理する担当者
などの発注に係る秘密を知ることのできる職員が含まれる。

　「事業者」には、競争入札参加者以外の事業者や農林水産省の所
掌に無関係な事業者の他、委託契約相手方である地方公共団体等も
含まれるが、補助事業者は含まれない。

　発注担当職員は、役務の仕様書を作成するため残業していたが、
翌日が期限であったことから、作成途中の当該仕様書データを自宅
で作成するためメールで自宅ＰＣに送信した。帰宅後、仕様書を完
成させ、再びメールで職場ＰＣに送信し、期限に間に合わせた。

　入札を予定している役務契約について、匿名の電話で「○○社が
××円で落札する予定」との情報があった。その際、相手方は匿名
であり、これ以上の説明はなかった。
　情報の信憑性が不確定で根拠がないことから、上司と相談し、了
解を得た上で、入札を予定どおり実施することとした。

　業者から工事の発注予定（工事件名、入札時期、施工場所）につ
いて、電話で問い合わせがあった。公表内容については、すでに決
裁済みであったので、ホームページに公表する予定の内容に基づい
て回答した。

チェック欄
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※　訓令に照らし、設問の内容が正しいと思う場合は「○」を、正しくないと思う場合は「×」を記入。
受講人数 236 名

10月29日、10月31日及び1月開催

設問

設　　　　　　　　問 正答率

番号 (○、×) （正解者数)

1 89.0%
(210名)

2 97.0%
(229名)

3 94.5%
(223名)

4 100.0%
(236名)

5 99.15%
(234名)

6 91.10%
(215名)

7 98.73%
(233名)

8 91.10%
(215名)

9 98.73%
(233名)

10 99.15%
(234名)

　事業者が自社製品の紹介のために来庁したので、自らが担当
する事務に関連することから、対応しようとしたところ上司が
不在のため、当該事務に関係のない他課の課長に同席を依頼
し、応接スペースで応対した。

　発注担当職員は、自ら担当する発注事務に関して、不当な働
きかけを受けたときは、所属の長及び発注者綱紀保持担当者に
対し、速やかに口頭で報告するとともに所定の様式により報告
する。

　執務室は、受付カウンターで仕切るなど、それぞれの執務室
の規模、レイアウト等に応じて事業者の自由な出入りを制限
し、執務室への自由な出入りが制限されている旨の掲示を行う
必要がある。

×

○

○

○

×

○

×

チェック欄

　事業者であるＯＢが来庁し、廊下で発注担当職員と出会い、
挨拶を交わした。発注担当職員が執務室へ戻ろうとしたとこ
ろ、事業者から発注事務に関する問い合わせがあったので、つ
い一人で対応した。

　「事業者」には、競争入札参加者以外の事業者や農林水産省
の所掌に無関係な事業者の他、委託契約相手方である地方公共
団体等も含まれるが、補助事業者は含まれない。

　「発注担当職員」には、仕様書及び設計書を作成する原課の
事業担当者、監督職員、検査職員、予定価格の作成並びに契約
相手方の選定等を行う契約事務担当者の他に決裁者や文書を処
理する担当者などの発注に係る秘密を知ることのできる職員が
含まれる。

　入札を予定している役務契約について、匿名の電話で「○○
社が××円で落札する予定」との情報があった。その際、相手
方は匿名であり、これ以上の説明はなかった。　情報の信憑性
が不確定で根拠がないことから、上司と相談し、了解を得た上
で、入札を予定どおり実施することとした。

　発注担当職員は、役務の仕様書を作成するため残業していた
が、翌日が期限であったことから、作成途中の当該仕様書デー
タを自宅で作成するためメールで自宅ＰＣに送信した。帰宅
後、仕様書を完成させ、再びメールで職場ＰＣに送信し、期限
に間に合わせた。

　入札参加予定業者が来庁し、業務に関する相談中に職員自ら
担当する入札案件に関し、他の入札参加者名の質問をされた。
他の入札参加者情報を回答したことにより談合が行われた場
合、当該職員は入札談合等関与行為を行ったこととなり、処分
を受ける可能性がある。

　業者から工事の発注予定（工事件名、入札時期、施工場所）
について、電話で問い合わせがあった。公表内容については、
すでに決裁済みであったので、ホームページに公表する予定の
内容に基づいて回答した。

○

研修で実施した発注者綱紀保持に関する
チェックシート実施結果（設問別）

資料1-4

○

×
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資料２
平成26年度発注者綱紀保持対策の実施方針の報告

平成26年度の実施方針については、i)研修の受講の徹底、ii)執務室等

への留意条項の掲示、ⅲ）訓令の改正を盛り込み、発注者綱紀対策をよ

り強化することとしたい。

i) 発注者綱紀保持研修の受講の徹底

例年、本省及び地方支分部局及び施設等機関（以下「地方支分局等」（各

下部機関等を含む。）という。）の管理担当職員及び発注担当職員のうち研

修未受講者に対し同研修を実施してきた。これらの取り組みにより、本省

においてはほぼ100%の受講率となった。

しかしながら、昨年度、各省庁の新聞報道があったことや、事業者と直

接対応する場面が比較的多い出先機関においては、研修受講率が未だに低

調なことから、各地方支分局等の研修未受講者が受講出来るような環境整

備を実施し、該当者全員が受講出来るよう取り組む。

また、受講後３年以上経過した各地方支分局等の管理監督者又は発注担

当者については再受講することとする。【詳細は資料2-1】

ii) 執務室等への留意事項の掲示

職員の意識向上のため、本省及び地方支分局等の執務室等に掲示物(発

注者綱紀に関する留意事項等)を配布し、掲示するよう依頼する。

iii) 訓令の改正

訓令について、以下により発注者綱紀保持マニュアル(経理課長通知。

以下「マニュアル」という。）の遵守義務の明確化、効果的な談合防止方

法の明記等の規定を追加することで、更なる発注者綱紀保持に関する職

員の意識向上、効果的な談合防止を図る。

① 発注者綱紀に関する職員の遵守義務に対する意識向上のため、「不当

な働きかけに対する対応」として、マニュアルの遵守義務（具体的に

は、マニュアルで定める方法に従い必要な措置を講じる旨）を規定。（第

13条第２項を新設）

② 事業者との癒着防止のための効果的方法として、以下の規定を追加。

・ 「情報（秘密）の適切な管理」として、秘密に関する書類の謄写

及び複製を制限する旨を規定（第６条第２項第２号を新設）

・ 「職員の責務」として、発注担当職員以外の職員の関与を防止す

るため、職員は発注担当職員に対して、働きかけを行ってはならな

い旨を規定（第３条第４項を新設）
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資料2-1
平成２６年度発注者綱紀に係る研修の実施について

１．研修の趣旨、目的等

発注担当職員等又は発注綱紀に係る研修の企画立案者に対し、発注事務の適切

な実施又は発注綱紀に係る研修の適切な企画立案に必要な知識を習得し、関係法

令の遵守、綱紀の厳正な保持を図るために実施する。

なお、今般、官製談合事案が発生したこと、事業者と直接対応する場面が多い

出先機関において研修受講が低調なことを受け、同様の事案発生防止の観点から、

各地方支分部局及び施設等機関について、研修未受講者の受講を徹底する。

(１) 本省の管理監督者及び発注担当職員向け研修

① 対象者

管理監督者(課長補佐等)及び発注担当職員(決裁を経由する文書担当等を含

む｡)のうち人事異動等で新たに上記管理監督者又は発注担当職員となった者

（未受講者）

② 開催時期 平成26年８月頃及び12月頃（於：本省）

③ 研修項目

(ｱ) 「発注者綱紀保持対策」に関する講義（講師：会計指導第１班）

(ｲ) 発注者綱紀保持に関するチェックシートの実施（講師：会計指導第１班）

(２) 地方支分部局及び施設等機関で実施する研修の企画立案担当者向け研修

① 対象者

地方支分部局及び施設等機関（以下「地方支分局等」という。）で実施する研

修の企画立案担当者が対象。具体的には、地方農政局等（８機関）、森林管理

局（７機関）、漁業調整事務所（６機関）の総務課長等及び関係機関（植物防

疫所（５機関）、動物検疫所、動物医薬品検査所、農林水産研修所、農林水産

政策研究所、森林技術総合研修所、農林水産技術会議事務局筑波事務所）の庶

務課長又は総務課長

② 開催時期 平成26年６月５日～６日（於：本省）

③ 研修項目

本省職員向け研修の研修項目（（１）③）に加え、以下を実施。

(ｱ) 「官製談合防止法等」に関する講義（講師：公正取引委員会）

(ｲ) 「コンプライアンス」に関する講義（外部講師）

(ｳ) 研修終了後のレポート提出
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(３) 地方支分局等の管理監督者及び発注担当職員向け研修

① 対象者

地方支分局等が実施する研修について、地方支分局等で新たに管理監督者又

は発注担当職員となった者（未受講者）全員及び受講後３年以上経過した管理

監督者又は発注担当者がするように取り組む。

※ 要請（上記以外の機関からの要請も含む。）があれば、大臣官房経理課の

担当者を講師として派遣する。

※ 受講徹底のため、既存研修への組込み、Web会議システムを活用した遠隔

研修（地域センター等で受講）、ノーツを活用した簡易研修等に取り組む。

② 研修項目は、本省職員向け研修の研修項目（（１）③）と同内容。

（４）独立行政法人の管理監督者及び発注担当者向け研修

本省研修の際に、独立行政法人の管理監督者、発注担当者の参加を要請する。
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